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（令和4年9月24日掲載）

共に生きる社会の実現へ

　私の働くエイズ治療・研究開発センターは、今年で設立25周年を迎えます。エイズウイ
ルス（HIV）感染症は、1980年代は治療法がありませんでしたが、1990年代後半に治療法
が確立し、感染していない人と同じく長生きができるようになりました。
　さらに、血中のウイルスの量を低く抑えることで性行為の相手への感染リスクまでゼロ
になり、性行為も含めた日常生活上の制限がなくなったのです。今では2030年までのエイ
ズ流行終結と、感染者に対する差別根絶が、世界共通の目標として掲げられています。
しかし、そのような治療上の進歩はあまり知られておらず、HIV感染症に対する偏見も払
拭されずにいることをもどかしく思うこともしばしばです。

■根深い差別

　そもそも普通に生活している上で、相手にHIVを感染させるリスクは全くありませんが、
感染者に対する差別は続いています。家族や友人に病気を伝えられず、一人悩み苦しんで
おられる方や、就職などで根拠のない差別を受けられる方も多数いらっしゃいます。
　2020年前半に新型コロナウイルス感染症の世界的流行が始まった時、まるで1990年代
のエイズ流行初期を見ているようだと、当時を振り返る方がいました。二つのウイルスは
全く感染経路が異なりますが、感染者に対する社会的差別という共通の問題が発生しまし
た。感染症対策においては、感染した個人に罪はなく、むしろ支援の対象者であるという
視点を持つことが重要です。
　さらに切実かつ複雑なのが医療機関による差別です。2020年の厚生労働省研究班の調査
によると、首都圏の医師の約半数が勤務先の医療機関でHIV感染者の受け入れができない
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と回答していました。感染者は、差別により医療を受ける機会が著しく損なわれているの
です。
　標準的な感染予防策を行っている限り、医療や介護の現場でHIVに感染する可能性はほ
ぼありません。感染者も徐々に高齢化しており、複数の医療機関や介護施設が連携してケア
に当たる場面が増えています。医療や介護の専門家こそ、正しい医学的知識を身に付け、
感染者に対する差別を根絶しなければなりません。
　
■人権を守る戦い

　HIV対策の歴史は、人権を守る戦いの歴史でもあります。抗HIV薬は大変高額ですが、
貧しい国にも治療が行き渡るよう2000年代前半から世界的な仕組み作りが行われました。
　安い薬が作られるようになり、資金調達の仕組みも多数作られました。これらは日本が
率先して取り組んでいる新型コロナウイルスワクチンの公平な分配に関する国際連携にと
ても良い影響を与えています。
　また、HIVに感染した当事者や市民の声を、実際の政策に生かす取り組みも早くから行
われてきました。患者さんの人権を尊重し、患者さんが専門家とともに未来の医療をつく
る、その精神がとても大切にされてきた領域なのです。
　国連は、まだエイズ対策にはさまざまな格差があり、新型コロナウイルス感染症の流行
でその格差がより鮮明になっていると指摘しています。治療法が確立されウイルスそのも
のを制御することは可能になりましたが、社会問題としてのHIV感染症との戦いは続いて
いるのです。
　一人一人が正しい知識と思いやりを持ち、HIV感染者と共に生きる社会を実現すること
が必要です。


